


（日影による中高層の建築物の高さの制限）
第５６条の２
別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下
この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項(四の項にあつては、同項イ又はロのうちか
ら地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)

に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時か
ら午後三時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(四の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平均
地盤面からの高さ(二の項及び三の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公
共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住
居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線
からの水平距離が五メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号(同表の三の項にあ
つては、(一)又は(二)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案し
て条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただ
し、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得
て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定め
る位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない。

別表第四 日影による中高層の建築物の制限 

  (い) (ろ) (は) (に) 

  地域又は区域 制限を受ける建築物 
平均地盤面から
の高さ 

  

敷地境界線からの水
平距離が十メートル
以内の範囲における
日影時間 

敷地境界線からの水平距離が十メ
ートルを超える範囲における日影
時間 

二 

第一種中高層住
居専用地域又は
第二種中高層住
居専用地域 

高さが十メートルを超え
る建築物 

四メートル又は
六・五メートル 

(一) 
三時間(道の区域内に
あつては、二時間) 

二時間(道の区域内にあつては、
一・五時間) 

(二) 
四時間(道の区域内に
あつては、三時間) 

二・五時間(道の区域内にあつて
は、二時間) 

(三) 
五時間(道の区域内に
あつては、四時間) 

三時間(道の区域内にあつては、
二・五時間) 

 この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう
ものとする。 
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現況日影不適合部分
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配置図
（事業説明）

Ａ地区 Ｂ地区
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鳳西町線事業区域
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敷地現況図



１１

土地利用
計画図
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配置図



現況日影不適合部分
（Ｈ30年3月29日許可）
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現況日影図

近隣商業地域
（日影の制限なし）



計画日影不適合部分 １４

計画日影図

平均地盤面高さ
（現況）31.78m →（計画） 31.26ｍ
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日影図（拡大）
（H29年度許可時）



１６

日影図（拡大）
（本申請）

敷地境界線
敷地境界線+水路緩和
５ｍライン
１０ｍライン
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A16号棟
平面図立面図
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現況写真

②

③

①

②

③

①

④

④



調査意見

本申請はＵＲ都市機構白鷺団地において、都市計画道路事業による事業執行にあ
たり、建築基準法第８６条の５第２項の認定取り消し及び同法第８６項第１項の認定と
合わせて、Ａ地区について同法第５６条の２第１項ただし書きの規定に基づく許可を
受けようとするものである。

今回、本一団地を東西に分断する形で横断している都市計画道路南花田鳳西町線
事業区域（用地買収は既に完了しており、令和８年度の事業完了の予定）を除外し、
東西それぞれの区域で一団地認定を受ける計画である。
二箇所のうち西側の一団地認定区域（A地区）に接しているＡ１６号棟西側の百舌

鳥川拡幅部における屈曲部の解消を行うため、前回の一団地取消認定時に広く用
地を供出したことで、既存建築物による日影規制に関する不適合部分が生じたことに
ついては、平成30年3月29日に建築基準法第５６条の２第１項ただし書きの規定に基

づく許可を行っているが、本申請においても引き続き既存建築物による日影規制に
関する不適合部分が生じることとなる。

新たに日影不適合部分が増大するものではなく（平均地盤が下がることによる計算
上の増加は有）、周囲の居住環境を害するおそれはないため、許可に際しては支障
がないと認められる。
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調査意見



建 築 基 準 法 第 ４ ３ 条
第２項第２号一括同意基準に
よ る 許 可 物 件

報 告

令和 ５ 年度 第２回建築審査会



報 告 一 覧 表 （法第４３条第２項第２号一括同意基準による許可物件）
令和 ５ 年 １１ 月２１日
第２回 堺市建築審査会

報 告 番 号 第 ６ 号 第 ７ 号 第 ８ 号

申
請
地

申 請 者
株式会社M＆F建設
代表取締役 福井 篤

敷地の位置
堺区海山町一丁６２番１８

及び６２番２６
東区野尻町４３６番８

北区百舌鳥西之町三丁６４７
番及び６４８番

用 途 地 域 準工業地域 第一種中高層住居地域 第二種中高層住居地域

建
築
物
の
概
要

建築物の用途 一戸建住宅（車庫付） 一戸建住宅 一戸建住宅

敷 地 面 積 ６４．８８㎡ ６０．７８㎡ ６５．８８㎡

建 築 面 積 ３９．３３㎡ ４０．７２㎡ ３１．１８㎡

延 べ 面 積 １０８．５３㎡ ７０．０３㎡ ９２．３３㎡

構 造 木造 木造 木造

階 数 ３ ２ ３

高 さ ９．８１０ｍ ７．２５６ｍ ９．４６７ｍ

空
地
等
の
概
要

空地の種類 道路状空地 道路状空地 道路状空地

空地等の幅員（現況幅
員）

４．４２ｍ～４．５６ｍ ４．７０ｍ～４．７３ｍ ４．４５ｍ～４．５０ｍ

協定幅員 ４．４２ｍ～４．５６ｍ ４．７０ｍ～４．７３ｍ ４．４５ｍ～４．５０ｍ

既設建物経過年数 ５０年 ４６年 ４７年

許
可
内
容

許可年月日 令和５年８月８日 令和５年１０月３日 令和５年１０月２６日

許 可 番 号 堺宅地第X-６号 堺宅地第X-７号 堺宅地第X-９号

一括同意基準 エ号 該当 エ号 該当 エ号 該当

備 考



第６号 堺区海山町



第６号 堺区海山町（申請地位置図）

申請地



第６号 堺区海山町（申請地配置図）

②

④



第６号 堺区海山町 写真 東側市道南より ①



第６号 堺区海山町 写真 南東側市道北より ②



第６号 堺区海山町 写真 東側市道東より ③



第６号 堺区海山 写真 協定通路北より ④



第６号 堺区海山町 写真 申請地 ⑤



第７号 東区野尻町



第７号 東区野尻町（申請地位置図）

申請地



第７号 東区野尻町（申請地配置図）



第７号 東区野尻町 写真 北側市道路東より ①



第７号 東区野尻町 写真 北側市道北より ②



第７号 東区野尻町 写真 北側市道西より ②



第７号 東区野尻町 写真 協定通路西より ④



第７号 東区野尻町 写真 申請地 ⑤



第８号 北区百舌鳥西之町



第８号 北区百舌鳥西之町（申請地位置図）

申請地



第８号 北区百舌鳥西之町（申請地配置図）



第８号 北区百舌鳥西之町 写真 東側市道南より ①



第８号 北区百舌鳥西之町 写真 東側市道東より ②



第８号 北区百舌鳥西之町 写真 東側市道北より ③



第８号 北区百舌鳥西之町 写真 申請地 ④



第1回建築審査会
（令和5年7月18日）



南海電鉄
中百舌鳥駅

申請地

０１

付近見取図

大阪メトロ
なかもず駅

増築位置



※（ ）内は地上部分の床面積
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概要書



EV棟

０３

透視図



A-A’ 断面図

Ａ

Ａ’

西立面図北立面図

０４

立面図
断面図


